
報

告

第

四

号

地

方

自

治

法

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

損

害

賠

償

額
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決

定

の
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決
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分

を
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た

こ

と
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報

告

に

つ

い

て

右

の

報

告

を

す

る

。

平

成

二

十

一

年

二

月

十

三

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

地

方

自

治

法

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

損

害

賠

償

額

の

決

定

の

専

決

処

分

を

し

た

こ

と

の

報

告

に

つ

い

て

地

方

自

治

法(

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

) 

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

損

害

賠

償

額

の

決

定

に

つ

い

て

、
次

の

と

お

り

専

決

処

分

を

し

た

の

で

、
同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

報

告

す

る

。


